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河辺地区防災計画 

第 1 章 防災計画とは 

１  目的   ～自助、共助  自分たちの地域は自分たちで守る ～ 

例えば、地震災害が発生した直後は、交通網の寸断・火災の同時多発などにより消防や警察

などの防災機関が十分に対応できない可能性があります。そのようなとき、力を発揮するのが

「地域ぐるみの協力体制」です。  

阪神淡路や東日本大震災そして能登半島地震の際、被災者の救出に当たって活躍したのは

地域の住民等であり、災害時においては、「公助」とともに、地域における自主防災組織、ボラン

ティア、企業などが、ともに支え助け合う「自助」「共助」が重要です。  

河辺区では、「自分たちの地域は自分たちで守る」という心構えで、地区のみんなで助け合い

ながら、災害に強い地域づくりを進めていきます。  

この取組を永続的かつ計画的に推進するため、地区住民を主体とした防災組織を構築し、こ

の行動の規範としての「河辺区防災計画」を定め、平常時から備えの充実を図るとともに、災害

時における「自助・共助」を着実に実行するため、この計画に基づく施策・事業などに取り組み、

地区の防災力を高めていきます。  

 

図１  自助・共助・公助のしくみと地区防災組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「隣保協同の精神」と地区防災組織  共助と自助で成り立つ 

 

隣保協同の精神とは、「となり近所の家々や人々が役割を分担しながら、力･心を 

合わせて助け合う」ことをいう。 

隣保･･･となり近所の家々や人々との日常的なつながり 

協同･･･役割を分担しながら、力･心を合わせて事にあたること 

 

 

 

公  助 
国や都道府県等の行政、消防機関に
よる救助・援助等 
 
 

共  助 
（区防災組織） 

地域や近隣の人が互いに協力
し合う 

自  助 
自分の身を自分の努力に
よって守る 



4 

 

２ 防災計画の策定にあたって 

  防災計画は、区内で暮らし、日頃から地域の状況に精通した皆様の知恵と工夫によって実効

性のあるものにすることが重要であり、次の3点に留意して計画づくりを取組みます。 

☆ 3つのポイント 

⑴  地区を知る  

区内の河川、堤池、野山の位置や状況を把握し、脆弱な施設や災害危険箇所を周知 

します。 

       区民の年齢構成や要支援者の実態を常に把握し対策を講じます。 

 

 

 

 

 

 

⑵ 災害を知る  

区内で起こり得る災害を想定し、災害時のハザードマップ、防災マップを作成すると 

ともに、高齢者や要支援者対策や避難場所までの誘導経路等を決定し明示します。 

 

 

 

 

             

 

 

 

 
⑶ 知識を活かす  

これまで行った避難訓練や消防団・自主防災会の活動 

などで得た防災・減災対策の知識を、計画づくりや計画 

実施などに活かします。 

          

 

      

地域の防災力を高める 

             ひとりひとりが  出せる力を出し合って 支え合いの心で 

 

 

 

河辺防災会 

区内の状況を把握し、

災害想定を行います。 
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第２章 計画対象地区 

１ 地区の概要 

②  地区所在    京都府京丹後市大宮町   河辺地区全域    

② 地区面積       7.2     ㎢   

       内訳       宅地 144ha   農地  68 ha   山林 444 ha   その他 64ha 

 

③ 河川         大谷川  総延長  5,860ｍ      接続河川⇒竹野川 

 

④ 農業用ため池   ５ヶ所 （口堤池  奥堤池 小仲田池 内籠池 茂手谷池） 

※ 芦原池 廃池協議中 

 

⑤ 人口       1,860 人   男  894 人   女  966 人 

※ 内65歳以上人口   520人  高齢化率  27.9％ 

※ 後期高齢者人口   310人    比率   16.6％ 

    

⑥ 世帯数            ７８１ 世帯 

※ 内単身（独居）世帯数   ８５ 世帯    

 

   ⑦ 災害要支援者数     世帯 ３６ 人  （令和6年8月現在） 

 

２ 地区の現状 

河辺地区の面積は、宅地及び山林田畑等含めて、7.2ｋ㎡の広さがあり、大宮町内では２番目に大

きく、山林その他が全体面積の７割以上を占めています。 

地区内には、久住区と隣接する大谷地区を源流とする大谷川が縦貫し、表流水は生活用水、農業

用水、防火用水等多面的に利用されています。近年、上流からの土砂堆積により川底が上がり、内

水氾濫が発生する可能性が懸念されています。 

地形的には、大谷川流末に扇状地として拓けた平野部に集落が広がり、居住には好条件で、古く

から大宮町内でも比較的大きな集落として発展してきました。 

また、地区南北に国道３１２号バイパスが縦断し、沿線には府内北部では有数の商業施設の集積

が進んでいます。また、周辺は、住宅地としても良好な条件であり、若い世代を中心に近隣地区から

多くの転入者があり、区の人口増加の一因となっています。 

人口は、１，８１３人（令和 6 年 8 月現在）、平均年齢は、男４２．６歳、女４６．４歳です。人口構成 

は、町内他地域に比較すると人口減少、高齢化ともに緩やかで、現在では深刻な事態ではないもの 

の区内の山側地区では少子高齢化が顕著となってきています。 

    大宮町内で 2 番目の面積 

 

                          竹野川支流の大谷川が縦貫する地区 

 

                             地区防災拠点 区民センター 

               

 

 

 

 

☆ 

国道 312 号 
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３ 地区の人口構成と 5 年後（推計） 

令和５年６月年代別人口集計  令和 10 年６月年代別人口集計 

年代 男 女 計  年代 男 女 計 

0～4 45 58 103  0～4 44 56 100 

5～9 46 60 106  5～9 45 58 103 

10～14 54 47 101  10～14 46 60 106 

15～19 38 49 87 
 

15～19 54 47 101 

20～24 46 38 84  20～24 38 49 87 

25～29 38 30 68  25～29 46 38 84 

30～34 41 45 86  30～34 38 30 68 

35～39 54 62 116  35～39 41 45 86 

40～44 59 57 116  40～44 54 62 116 

45～49 69 61 130  45～49 59 57 116 

50～54 60 52 112  50～54 69 61 130 

55～59 57 56 113 高齢 

者数 

55～59 60 52 112 高齢 

者数 60～64 51 48 99 60～64 57 56 113 

65～69 47 46 93 
210 

65～69 51 48 99 
192 

70～74 55 62 117 70～74 47 46 93 

75～79 60 66 126 

310 

75～79 55 62 117 

393 
80～84 35 54 89 80～84 60 66 126 

85～89 24 37 61 85～89 35 54 89 

 90～ 15 38 53  90～ 31 56 87 

  894 966 1,860 520   930 1,003 1,933 585 
  65 歳以上割合 27.9   65 歳以上割合 30.2 

  75 歳以上割合 16.6   75 歳以上割合 20.3 

 

  ＜特長＞ 

   他地区と比較して転入者が多く、とりわけ子育て世代の転入者により高齢化の進行を抑制し、世 

代交代も緩やかな曲線で推移している。 

  高齢者は後期高齢者の増加が著しいが、比較的健常者が多く、様々な地域活動に参加され、

作業面では中心的な役割を果たしている方々が多くみられる。その分５年経過後の状況が懸念さ

れることは否めない。 

     

 

    現                                     ５ 

                                           年 

        在                                                              後 
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第３章  基本方針 

1 計画の基本方針 

⑴ 災害発生時の状況 ⇒ 先ず「自助」 

災害が発生すると、まずは身の周り（いつも家族で居るとはかぎらない。）の出来事に、あわてふた

めいてしまいます。誰かが助けてくれるとも限らない。特に、行政（京丹後市・京都府）の対応には、時

間がかかります。（初期の「公助」は望めないと言われています。） 

まずは、自分や家族の命は自分たち（家族も含め）で守る。いわゆる自助の心構えが必要です。 

 

⑵ 災害への心構え ⇒ 「自助」次に「共助」 

    次に、災害時に備えた「河辺地区防災計画」を基に、区民や隣組の助け合いや支え合いによるい

わゆる共助が大切だと言われています。 

    防災計画は、共助のしくみや区民全体が一致団結して災害・防災・救護などに対処できるよう詳細

に明示できることをめざし作成しています。 

 

⑶ 各地災害経験の教訓を活かした「災害に強い地域づくり」 

    風水害や地震など被災された市町村の経験や教訓を十分に取り入れた防災計画を作成し、計画

に基づいて災害に強い地域づくりをめざします。計画には平常時の取り組みとして、日頃からの声掛

けや隣組の付き合いを大切にします。いわゆる子どもから高齢者まで、地域ぐるみの支え合いを実

現します。 

 

⑷ 防災力の強化 

    災害は、いつ襲ってくるかも知れない。（予知が難しい）そのために、日頃から災害時の安否確認や

避難誘導ができるよう近隣住民同士の防災力を培って行きます。 

 

第 4 章 想定される災害 

１ 過去の災害 

⑴ 風水害、台風 

昭和３４年（1959 年）９月２６日 

  伊勢湾台風   家屋の屋根が飛散、倒壊が発生、農作物被害甚大 

昭和３６年（1961 年）９月１６日 

  第２次室戸台風 町内河川堤防決壊 大谷川参宮橋付近溢水、流木被害 

⑵ 雪害 

昭和３８年（1963 年）１月 

  １週間降雪 積雪深 2m 屋根上から出入り  屋根崩壊多数 

昭和 50 年（1975 年）1 月   

  年末から正月明け連続降雪  交通マヒ  屋根の軒先崩落多数 

⑶ 地震 

丹後大地震周期   

現在          前回          前々回        それ以前        〃 

2025 年⇒（98 年）⇒1927 年⇒（80 年）⇒1847 年⇒（73 年）⇒1774 年⇒（112 年）⇒1662 年 

         ＜当時の状況＞ 
    戸数 266 戸、人口 1,223 人 竹野川東地区であり震源はそれたものの死者 9 名、家屋の全半壊約

400 棟と被害は大きかったが、火災の発生はこたつの原因で 3 か所発生したが、消防団の消火活動

により大火には至らなかった。 

毎年やってくる台風をはじめ、約 80 年周期と言われている「丹後大地震」を想定災害として、過去

の教訓を活かした備えが必要となります。 
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２  河辺区内で起こりうる災害 

⑴  自然災害 

① 河川・ため池 

・大谷川、竹野川の氾濫や堤防決壊による洪水 

      大谷川架橋（上の越橋～千歳橋）に流木のせき止めによる増水、 

氾濫や橋の崩落による被害 
 

・堤池の決壊 

  区内 5 つの堤池の決壊による被害 
 

・内水氾濫、区内の土砂災害 

  想定外の豪雨による区内小河川、下排水の機能不全による溢水     
 

② 裏山、野山 
・家屋裏山及び野山の風雨水害による崩落、土砂流出 

  想定外の豪雨による軟弱地盤、山腹等の崩落による被害 

・府道沿い（久住河辺線）山腹崩壊による谷部せき止め、土砂崩れ、土石流 

想定外の豪雨による山腹崩壊により大谷川がせき止められ、土砂ダム 

形成後の崩壊による土石流 

③ 台風 

     ・ 想定外の風速による家屋や生活基盤・インフラが損傷する被害が発生 

       竜巻、突風などにより区内の一区画に大きな損傷が発生  

       猛烈な勢力の台風により風雨による災害は発生 

 

 

⑵  地震災害 

① 震度５までの地震 

       震源が丹後以外で建物の倒壊、道路の変形、堤防の決壊 

が発生しない程度 

       生活基盤やインフラに特段の被害や影響は見られないが 

要支援者や高齢世帯の安否確認は必要な状況。 

 

② 震度６弱までの地震 

       震源が丹後で建物の一部倒壊、道路、堤防に一部変形が 

発生している程度 

       生活基盤やインフラの一部に損傷被害が発生、要支援者 

や高齢世帯の安否確認、生活基盤の安定が必要な状況。 

 

    ③ 震度６強以上の地震 

       震源が直下若しくは近隣で建物の多くが倒壊、道路、堤防 

が大きく変形する被害が発生。 

      生活基盤やインフラの損傷が著しく、使用不可の状態が発生。 

       自衛隊への救援要請が行われる程度 

 

非常事態宣言 

A または B 

非常事態宣言 

 A 

非常事態宣言 

B 

非常事態宣言 

B または C 

非常事態宣言 

A または B 

非常事態宣言 

A または B 

災害時の対応 

非常事態宣言 

A または B 

災害時の対応 

災害時の対応 

災害時の対応 

災害時の対応 

災害時の対応 

災害時の対応 
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①  火災 

ア 住宅火災 

       戸建て、集合住宅の火災で近隣への類焼を伴わない場合 

       戸建て住宅火災で近隣への類焼や放水被害等が多発した場合 

       複数の戸建て住宅等が焼失し、多くの世帯が生活基盤を失った 

     

     イ 山林、その他の火災 

       山林火災で民家への影響がない場合 

       山林火災で規模範囲が大きく消火活動が複数日に及ぶ場合 

 

第 5 章 災害への備えと対応 

 １ 平常時の対策 

 （１） 自然災害への対策        ☆ 重要事項 

・ハザードマップ作成による危険箇所や災害リスクの把握   

ア 上の越橋、東風ｹ奥橋、参宮橋、千歳橋付近の安全点検と対策 

イ 区内 5 つのため池の決壊時の到達時間及び到達範囲の確認 

ウ 避難対象を事前に把握し、避難訓練を実施する。 

     ・ハザードマップに基づく避難誘導、避難所運営訓練 

     ・避難誘導及び避難所運営に必要な資器材確保 

     ・危機対応マニュアル作成と実践訓練 

・地盤脆弱箇所、危険個所の特定 

・災害想定に基づくハザードマップや防災マップによる避難方法や避難場所等の周知徹底 

・避難対象者を事前に把握し、個別避難対策を作成する。 

・区民年齢区分ごとの避難タイムラインを作成する。また区民個々の避難行動をマイタイムライン 

として作成するよう推奨する。 

 

（２） 火災への対策 

     ・ 火災予防の周知徹底 

     ・ 火災想定机上訓練⇒実践想定訓練 

         発災場所に応じた消火訓練、避難訓練、水利確認、消防車誘導訓練 

     ・ 高齢者、要支援者確認訓練 

         近隣の対象者を事前チェック、コミュニケーション、SNS 使用訓練 

     ・ 消火栓消火訓練、家人救済確認訓練 

         近隣住民の協力によりできる範囲を予め確認する訓練  

     ・ 近隣間助け合い、炊き出し訓練、声かけ訓練 

     ・ 大規模火災想定、非難訓練 

 

 

 

 

火災対策本部 

非常事態宣言 

A または B 

非常事態宣言 

A または B 

災害時の対応 

災害時の対応 
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 ２ 非常時の対策、対応 

⑴  自然災害、地震の対策、対応 

非常時対応ランク 参集範囲、構成 詳      細 

警戒本部１号配備 

 

区⇒区長、副区長 ・ 警報、避難準備情報等が発表さ

れ様子観察が必要な場合 

・ 想定外の降雪、降雨量が観測さ

れた場合 

警戒本部２号配備 区⇒区長、副区長、組長総務 2 

自主防災会⇒会長、副会長 

消防団 ⇒部長、副部長 

・ 警報、避難準備情報等が発表さ

れ、災害発生の恐れがある場合 

・ 想定外の降雪、降雨量が観測さ

れ、災害発生の危険度が高まった

場合 

非常事態宣言 A 

 

「河辺区災害対策 

A 本部」 

 

区⇒区長、副区長、組長会 

自主防災会⇒会長、副会長 

-------------------------- 

消防団 ⇒部長、副部長 

⇒市本部活動へ合流 

・ 区内に災害の前兆が見られ、避

難誘導が必要となる場合 

・ 区内の一部に災害が発生し 

避難や避難所の開設が必要となっ

た場合 

非常事態宣言 B 

 

「河辺区災害対策 

B 本部」 

 

 

 

区⇒区長、副区長、組長会 

各組⇒ 副組長・福祉委員 

⇔隣組長・防災委員 

 

本部要員 ＝ 自主防災会 

          防災委員 

 ボランティア  

-------------------------- 

消防団  

⇒市本部活動へ合流 

・ 区内に災害が発生し、安否確認

や避難誘導、避難所開設、救済活

動が必要となる場合 

・ 区内の災害と併せて、丹後全域

にも災害が発生し、広域対策、避

難所が開設された場合は、区民対

象の対策本部と避難所、救済活動

は引続き運営し、広域本部へ協力

態勢をとる 
非常事態宣言 C 

広域災害対策本部 

京丹後市 

京都府 

自衛隊への協力態勢に移行 

 

⑵ 自然災害における対策本部の役割 

・民家の裏山、区有山林等の崩落個所点検、土砂ダム確認 

・市本部と連携し、巡視やドローン（空撮）などによる災害現場の確認 

・防災無線や TV、携帯電話、SNS 等による情報の入手及び確認 

・要避難者に関する避難行動や避難実施状況の確認 

・２次災害発生情報の入手、判断、周知 

・防災用、生活用資材の調達、配布 

・支援物資の保管整理、供給配布体制づくり 
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⑶  火災の対策、対応 

非常時対応ランク 参集範囲、構成 詳      細 

火災 

警戒本部２号配備 

 ※現場にて対応 

区⇒区長、副区長、組長総務 2 

   被災家屋近隣組長 

自主防災会⇒会長、副会長 

・戸建て、集合住宅の火災で近隣

への類焼を伴わない場合 

・鎮火後の対応検討 

 

火災 

非常事態宣言 A 

 

 

区⇒区長、副区長、組長会 

自主防災会⇒会長、副会長 

 

・戸建て、集合住宅の火災が近隣

へ類焼し、消火活動が長時間見込

まれる場合 

・現場要員への支援対策 

・鎮火後の対応検討 

 

火災 

非常事態宣言 B 

「河辺区火災対策本部」 

 

 

 

区⇒区長、副区長、組長会 

各組 副組長⇔隣組長 

本部要員 ＝ 自主防災会 

防災委員 

           ボランティア  

 

・ 区内の広範囲に火災が発生し、

安否確認や避難誘導が必要な場

合 

・避難所開設、救済活動が必要と

なる場合 

 

⑷  火災における対策本部の役割 

・現場近隣民家への類焼防止の状況確認 

・市本部と連携し、災害現場の確認、事後対応 

・防災無線や TV、携帯電話、SNS 等による情報の入手及び確認 

・要避難者に関する避難行動や避難実施状況の確認 

・負傷者、家屋２次被害発生情報の入手、確認 

・現場要員への支援、防災用、作業用資材の調達、配布 

・被災者への支援物資の保管・整理、供給配布 
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京都府の避難基準と行動 

    

区民の皆様は、府の避難基準によって避難行動を実行して下さい。 

区は、災害発生の危険度に応じて、警戒本部 1 号配備、 2 号配備、非常事態宣言 A、B、C など非 

常時態勢のランクをあげていき、非常事態宣言 A ランクからは河辺区災害対策本部をランクに応じて設置し

ていくことにしています。 

 

避難基準と避難行動 

 

第 1 段階    避難の準備を始めましょう  【高齢者等避難】 

こんなとき 

災害発生のおそれがあるとき、警戒を呼び掛けます。 

避難行動 

避難に時間のかかる高齢者、障害のある方、乳幼児等とその支援者は、この時点で危険な場所から

避難しましょう。気象情報などに注意し、いつでも避難ができるよう準備をしてください。 

お知らせ方法 

防災行政無線、エリアメール、市 HP、ケーブル TV 等でお知らせします。 

  

第 2 段階   避難をしてください 【避難指示】 

 

こんなとき 

人的被害の可能性が高いとき避難を促します。 

避難行動 

火の始末と戸締りをし、非常持出品を持って、隣近所で声を掛け合い、助け合って、避難所へ避難し

ましょう。避難所へ行くことが危険と判断される場合は、無理に避難所へ行くのではなく、自宅の 2 階

や近所の被災の危険性が低い場所へ一時的に避難してください。 

お知らせ方法 

防災行政無線、エリアメール、市 HP、ケーブル TV 等でお知らせします。 

  

第 3 段階   とても危険な状態です 【緊急安全確保】 

こんなとき 

すでに災害が発生している、または切迫していて、命が危険な状態です。 

避難行動 

命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である

場所に直ちに移動してください。警戒レベル 5 発令時は、すでに安全な避難ができない状況であるた

め、警戒レベル 5 の発令前に必ず避難してください。 

お知らせ方法 

防災行政無線、エリアメール、市 HP、ケーブル TV 等でお知らせします。 
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避難情報を発令する基準 

市では、土砂災害、また洪水による災害発生に対し、京都府土砂警戒情報システムや京都府雨量/水位観

測システムなどから提供されるデータを基本として避難情報を発令する基準としています。 

土砂災害の避難情報発令基準 

情報

の種

類 

京都府土砂災害警戒情報シ

ステム 
現地の状況 お知らせの方法と内容 

高 齢

者 等

避難 

大雨警報（土砂災害）が発表

され、1km メッシュ単位に警戒

（赤色）が表示されたとき（実

況値または 2 時間先までの予

測値が大雨警報の基準以上） 

○数時間後に避難経路等の

事前通行規制等の基準値に

達することが想定される場合 

○警戒レベル 3 高齢者等避難

の発令が必要となるような強

い降雨を伴う台風等が、夜間

から明け方に接近・通過する

ことが予想される場合（夕刻時

点で発令） 

防災行政無線、エリアメー

ル、市 HP、ケーブル TV 等で

お知らせします。 

・ 各 基 準 の 情 報 周 知 

・高齢者等避難開始を周知 

・要配慮者避難開始を周知 

避 難

指示 

○土砂災害警戒情報が発表

された場合 

○1km メッ シュ 単位 に危 険

（紫）が表示されたとき（実況

値または 2 時間先までの予測

値が土砂災害警戒情報の基

準以上） 

○警戒レベル 4 避難指示の発

令が必要となるような強い降

雨を伴う台風等が、夜間から

明け方に接近・通過すること

が予想される場合（夕刻時点

で発令） 

○警戒レベル 4 避難指示の発

令が必要となるような強い降

雨を伴う台風等が、立退き避

難が困難となる暴風を伴い接

近・通過することが予想される

場合（暴風警報の発表後速や

かに発令） 

○土砂災害の前兆現象が発

見された場合 

防災行政無線、エリアメー

ル、市 HP、ケーブル TV 等で

お知らせします。 

・ 各 基 準 の 情 報 周 知 

・避難指示 を周知 

緊 急

安 全

確保 

○大雨特別警報が発表された

場合 

○1km メッシュ単位に災害切

迫（黒）が表示されたとき（実

況値がすでに大雨特別警報

（土砂災害）の基準値以上） 

土砂災害の発生が確認された

場合 

防災行政無線、エリアメー

ル、市 HP、ケーブル TV 等で

お知らせします。 

・ 災 害 発 生 状 況 を 周 知 

・命を守るための最善の行

動をとることを周知 
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洪水災害の避難情報発令基準 

情報の種

類 

京都府雨量/水位観測シ

ステム気象庁・洪水警報

の危険度分布 

現地の状況 お知らせの方法と内容 

高 齢 者 等

避難 

○河川水位が避難判断

水位に到達し、かつ、引

き続き水位上昇のおそ

れ（★）がある場合 

○洪水警報の危険度分

布で「警戒（赤）」が出現

し、かつ、引き続き水位

上昇のおそれ（★）があ

る場合（流域雨量指数が

実況または予測で洪水

警報基準に到達する場

合） 

○堤防に軽微な漏水・浸食等

が発見された場合 

○警戒レベル 3 高齢者等避難

の発令が必要となるような強

い降雨を伴う台風等が、夜間

から明け方に接近・通過する

ことが予想される場合（夕刻時

点で発令） 

防災行政無線、エリアメー

ル、市 HP、ケーブル TV 等で

お知らせします。 

・ 各 基 準 の 情 報 周 知 

・高齢者等避難開始を周知 

・要配慮者避難開始を周知 

避難指示 

○河川水位が氾濫危険

水位に到達した場合（さ

らなる水位上昇のおそれ

（★）がない場合を除く） 

○水位予測に基づき急

激な水位上昇によりまも

なく氾濫危険水位を超

え、さらに水位の上昇が

見込まれると発表された

場合 

○洪水警報の危険度分

布で「危険（紫）」が出現

し、かつ、引き続き水位

上昇のおそれ（★）があ

る場合（流域雨量指数が

実況または予測で洪水

警報基準を大きく超過す

る場合） 

○堤防に異常な漏水・浸食等

が発見された場合 

○警戒レベル 4 避難指示の発

令が必要となるような強い降

雨を伴う台風等が、夜間から

明け方に接近・通過すること

が予想される場合（夕刻時点

で発令） 

○警戒レベル 4 避難指示の発

令が必要となるような強い降

雨を伴う台風等が、立退き避

難が困難となる暴風を伴い接

近・通過することが予想される

場合（立退き避難中に暴風が

吹き始めることがないよう暴風

警報の発表後速やかに発令） 

防災行政無線、エリアメー

ル、市 HP、ケーブル TV 等で

お知らせします。 

・ 各 基 準 の 情 報 周 知 

・避難指示を周知 
 

緊 急 安 全

確保 

○河川水位が堤防高に

到達した場合 

○洪水警報の危険度分

布で「災害切迫（黒）」が

出現した場合（流域雨量

指数が実況で大雨特別

警報（浸水害）基準に到

達した場合） 

○堤防に異常な漏水・浸食の

進行や亀裂・すべり等により

決壊のおそれが高まった場合

○堤防の決壊や越水・溢水が

発生した場合（指定河川洪水

予報の氾濫発生情報（警戒レ

ベル 5 相当情報[洪水]）、消防

団からの報告等により把握で

きた場合） 

防災行政無線、エリアメー

ル、市 HP、ケーブル TV 等で

お知らせします。 

・ 災 害 発 生 状 況 を 周 知 

・命を守るための最善の行

動をとることを周知  
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第６章  防災活動     

  １ 防災活動の目標 

    災害による不測の事態に備えて、冷静な行動を行うために、「平常時」は災害に備えた活動を行う。

また、「災害時」は命を守る活動を行う。 

    そのために、河辺区防災組織は、区長・副区長はじめ、組長・副組長、隣組長・防災委員、福祉委

員等が各々役割分担を行い、以下の活動を日常的に、しかも組織的に行うしくみを構築するものとす

る。 

  

【 短期目標 】 
①  地区の危険な場所の点検 

       〇過去の災害箇所の見回り（大谷川・竹野川・堤池、）と検証を行う。 

〇危険箇所の発見・検証（民家の裏山等、砂防指定地域の山林）を行う。 

 

②  地区防災の啓発 

       〇ハザードマップ、防災マップの周知、活用訓練を行う。 

       〇防災知識の普及、防災グッズ、備蓄品を各世帯で確保する。 

       〇河辺区タイムライン（令和 3 年作成）の見直しを行う 

 

③  防災訓練 
       〇実践的な訓練（安否確認・避難所運営）を徹底して行う。 

       〇避難行動要支援者及び要配慮者の状況を把握する。 

       〇高齢者の安否確認と避難誘導を行うための体制づくりと訓練を行う 

       〇災害時における情報伝達のしくみづくりを早期に構築し、実践訓練を行う。 

 
④  防災資機材の整備 

       〇防災倉庫の建設、備品の充実 

 
⑤  防災に係る担い手確保 

〇担い手（防災士の資格取得）を早期に育成する。 

  

【 中長期目標 】 
①  避難計画、避難マニュアル 

       〇区民参画型の避難計画と避難所の運営マニュアルを作成する。 

      
②  防災訓練 

       〇実効性ある防災訓練・救災本部設営訓練を繰り返し実施する。 

 
③  防災計画・避難計画  

       〇区防災計画の詳細部分に関して適時見直しを行い、内容の充実を図る。 

       〇各世帯において個別に避難計画タイムライン作成に取組機会を設ける。 
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組内安否確認 

 

要支援 

要介護 

 

組内の世帯すべて 

第 7 章  防災組織体制 
１  防災組織の非常時の体制 

    ⑴ 組織図 

          

 

  

 

 

 

 

 

    

 

「高齢者等避難」の発令と共に、組毎の安否確認を行う。 

対象者から自宅待機、避難希望等の意志を確認する。 

 伝達フロー  本部⇒組長⇒ 組内 副組長⇒隣組長⇒安否確認⇒副組長⇒組長⇒本部 

    

⑵ 対策本部に必要な要員   

＜平常時＞-----災害時に備えた訓練（救災本部要員 全体３０名体制） 

※ 組長会、自主防災会を要員３０名６班に編成し訓練を積み重ねる 

       総務班     組長２名 要員５名 ボランティア受入訓練  支援物資保管計画 

       情報班     組長２名  ５名 連絡事項収集、伝達訓練、被災状況調査、把握 

       避難誘導班  組長２名  ５名 要避難対象者確認、集約、報告 

       機材物資班  組長２名  ５名 必要物資リスト化、調達訓練 

       福祉衛生班   組長２名  ５名 緊急トイレ設置訓練、場内清掃訓練 

       本部飲食賄班 組長２名 ５名 食料材料調達訓練、炊き出し訓練 

 

＜災害時＞ ----救災本部要員 要員全３０名を６班に配置 

総務班     組長２名 ５名 ボランティア受入、支援物資保管、避難所運営 

       情報班     組長２名 ５名 連絡事項収集、伝達、被災状況調査、把握 

       避難誘導班  組長２名 ５名 要避難対象者確認、集約、報告 

       機材物資班  組長２名 ５名 必要物資リスト化、調達、配布 

       福祉衛生班  組長２名 ５名 緊急トイレ設置、場内清掃、避難者健康管理 

       本部飲食賄班 組長２名 ５名 食料材料調達、炊き出し、配膳 

 

 

 

区長・副区長 

区職員 

組長会 河辺自主防災会 

会長 副会長 

会員    名 

消防団＜河辺＞ 

市消防本部 市災害対策本部 

副組長 

隣組長 

福祉委員 

防災委員 

 

災害対策本部 
班長 ＝ 組長会 

要員  

自主防災会       

 各組防災委員 

   ボランティア等 
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  ⑶ 各組防災委員の選任と任務 

     組内の安否確認の実効性を高めるために、隣組ごとに防災委員を選任し、平常時から安否確認 

の手順を習得するよう努め、マニュアル的に継続させる。 

 選任は、隣組の世帯数や要介護、要支援者の人数により各組で判断し、基本的には１名～２名 

     を選任する。この場合、組の事情により隣組長との兼務については、防災委員の任務や訓練等 

の遂行や参加等に支障がでないことを前提に可とする。 

 防災委員は、区において非常事態宣言 B が発令された場合、隣組各世帯の安否確認と要介護

者、要支援者等の避難意向確認、避難誘導等を隣組長の指示により行い、結果を報告することを

任務とする。 

さらに、避難所到着後は、対策本部の要員として各班の業務を担うこととしている。そのため、平

常時には、対応能力向上のために訓練を繰り返し、技術・技能等を習得できるようにする。 

 

⑷ 各組防災委員数   ※ 基本 隣組 1 名～2 名 男女問わず  隣組長兼務も可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組 区分 
1 

組 

2 

組 

3 

組 

4 

組 

5 

組 

6 

組 

7 

組 

8 

組 

9 

組 

10

組 

11

組 

12

組 

13

組 

14

組 

世帯数 25 21 22 34 41 87 16 28 24 31 40 40 105 114 

隣組数 4 2 3 3 5 9 3 3 4 4 3 4 5 9 

防災委員 4 2 3 3 5 9 3 3 4 4 3 4 5 9 
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２ 河辺区対策本部の組織体制 

⑴  非常事態宣言 B 発令 

河辺区災害対策本部設置における組織体制 

職名・要員       班     名 役 割  （平時・災害時） 

 

本部長（区長） 

 

副本部長 

（副区長） 
（自主防災会長） 

 

本部総務 

 （組長会総務 2） 

 

班長（各組長 2） 

 

班員 

自主防災会員 

各組防災委員 

総務班 

 組長２名    班員５名 

・全体調整、要配慮者・支援者の把握 

・被害、避難情報の集約、把握 

（支援者サポーターとの連絡調整） 

情報班 

 組長２名    班員５名 

・啓発、普及、情報発信 

・災害時の情報収集と伝達  

（京丹後市、大宮市民局との情報交換） 

避難誘導班 

（避難誘導・安否確認班） 

 組長２名    班員５名 

・避難経路等の点検や確認 

・災害時の安否確認、避難誘導 

  （各組副組長⇒隣組長⇒福祉委員と連携） 

機材物資班 

 組長２名    班員５名 

・機材の点検と整備 

・災害時の炊き出し、配食等にかかる資材調達 

  （資材・物資調達先確保、リスト化） 

福祉衛生班 

 組長２名    班員５名 

・要配慮者・支援者の支援体制の整備 

  （各組副組長⇒隣組長⇒福祉委員と連携） 

・ゴミ処理、トイレ、防疫対策 

本部飲食賄班 

組長２名    班員５名 

・救助本部の食事、飲用水の確保 

  調理器具、用品の確保 

・食事提供場所設営、運営確保 

 

⑵  本部役員名簿  令和 〇 年度版     （ ※ 毎年度 4 月初旬に作成する ） 

職     名 氏    名 備     考 

  本部長（区長）   

  副本部長（副区長）   

  副本部長（自主防災会長）   

  本部総務（組長会下総務）   

  本部総務（組長会上総務）   

  総務班長（組長会 2）    

  情報班長（組長会 2）    

  避難誘導班長（組長会 2）    

  機材物資班長（組長会 2）    

  福祉衛生班長（組長会 2）    

  本部飲食賄班長（組長会 2）    

         計 17 名 



19 

 

⑶  災害時における役割分担詳細 

担   当 活   動 内           容 

本部長 

 （区長） 

① 非常時対応ランク

決定 

② 本部員の招集 

③ 地区災害対策本

部の設置・運営 

 

・本部長（区長）は、災害程度に応じて、警戒本部 1

号配備から非常事態宣言 C までのランクを決定し、

ランクに応じて役員を招集し、災害への対応策を講

じる。 

・本部は「河辺地区防災計画」に従い、災害対応に必

要な体制を整える。 

 

○避難所設置基準 

 区非常事態宣言 B 発令により 

      災害対策本部設置 

 

副会長 2 

 （副区長） 

（自主防災会長・

副会長） 

組長総務 2 

① 非常時対応ランク 

決定の際、本部長に

助言する。 

警戒本部 1 号配備から非常事態宣言 C までランク 

決定の際、本部長に助言・提案を行う。 

総務班 

 

本部運営全般に配意

する 

避難所、対策本部の運営に必要な文房具、資機材を

確保し、円滑な運営に寄与する。 

情報班 ① 情報収集・伝達 ・災害の発生、または発生のおそれのある場合、本部

に上程し、対策を促す。 

・地区（組毎）の被災状況を把握する。 

 京丹後市、大宮市民局との連絡、報告等の情報交換

を行う。（指定避難所や福祉避難所との連携） 

避難誘導班 ① 区民の安否確認 

② 避難誘導 

・区民の安否確認を行う。 

  本部⇒各組副組長⇒隣組長⇒副組長報告 

   ※安否確認は隣組単位で行う。 

福祉衛生班 ① 避難行動要支援

者の避難支援と

安否確認 

・個別避難計画に基づき、避難支援等実施者に連携 

して、安否確認や避難支援を行う。 

※ 各組福祉委員と民生委員等との連携） 

総務班 

機材物資班 

福祉衛生班 

本部飲食賄班 

① 避難所の運営 

② 支援物資の保管

と配分 

③ 避難者の状況把

握 

④ 避難本部の防犯

対策 

⑤ 避難者、運営者

食料確保 

・河辺区民センターに開設された避難所の運営を行 

う。 

・本部運営に必要な物資の調達確保を行う。 

・支援物資、備品の適切な保管と配分を行う。 

・感染症対策を実施の上、受付簿を置き、避難者の受 

入を行う。 

・避難者数、氏名、年齢等を状況把握する。 

・避難者に「困ったことはないか。」一人一人に声掛け 

を行う。 

・適時に飲料水提供、炊き出しを行う。 

・防犯対策のため、避難所内を巡回する。 
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第８章  避難所開設及び運営マニュアル 

１ 避難所開設基本方針 

    ⑴ 避難所開設 

   河辺区が自主避難所を設置する必要性 

           ⇒  すぐには助けの手（公）は届かない。  地域で守るために 

     

突然起こる自然災害時には、出来るだけ早く「安心」の対応と場が求められます。 そのため

には、区民の拠り所となる「避難所」を開設する必要があります。 

   しかしながら、広域な災害時には、行政からの支援や援助が届くまで、自分たちで身を守る 

ために、河辺区が自主的に避難所を開設し、地域のみんなで力を合わせて難局を乗り越えて 

いく必要があります。 

  

⑵ 避難所が混乱しないための備え 

   避難生活は、プライバシー確保をはじめ、衛生管理や食事の確保など、避難所の在り方や

ルールを作っておけば落ち着いて対応が出来ます。 

   想定外の避難を円滑に行うために、日ごろから役割や約束事を決め、地域全体で共通理解

をしておくことが大切です。 

 

⑶ 避難所の位置づけ 

   避難所は、甚大な自然災害の時、最寄りの住民（区民）が被災者・避難者として生活する場

所です。地域の安全な拠点として、皆で助け合う気持ちで、自分達が主体的に運営していく場

所です。また、被災後の支援や情報、更には再起の拠点でもあります。 

 

⑷ 避難所の対象者 

   〇 生活の場が奪われ、避難を余儀なくされた被災者 

   〇 在宅被災者（情報及び物資などの配給） 

   〇 帰宅困難者（通勤・通学者など） 

 

⑸ 避難所の機能 

   〇避難生活を支援・援助・相談 

   〇食料支援の拠点 

   〇情報の提供と地域の被災等の収集 

   〇健康相談やケア 

   〇生活相談 

  

⑹ 避難所の運営 

   〇市の災害対策本部（危機管理室）と連携を取りながら、河辺区の自主的な判断で避難所 

を開設します。区の役員や自主防災会及び防災委員と避難者が助け合い、自主的な運営 

に当たります。 
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  ２ 避難所の開設・運営方針 

   ⑴ 河辺区民センターを安全拠点として機能させます。 

      区民センター建設の目的として、あらゆる地域コミュニティの拠点として位置づけています。

その最たる拠点として、災害時の避難所の開設と運営を自主的に行う。特に災害直後の 

混乱した状態から、区民の安心と安全の拠り所として、常日頃から、「住民による、住民の

ための場所」として、自主運営が出来るようにしていきます。 

   

⑵ 避難者や被災者が「頼れる場」「当面の暮らしの場」として機能発揮させます。 

      避難所は長期の滞在も考えられるので、行政と連携を取りながら、被災者に手が差し

伸べられるまで、避難所の機能を維持していく様に務めます。その結果、避難所での体験

が地域のつながりを強め、新たな地域コミュニティの形成に生かされていくことになります。 

 

   ⑶ 避難者や被災者、要配慮者にも心配りが出来る場になるように心がけます。 

      多くの区民が経験していない避難所は、皆で話し合って（要望も受け入れて）生活して

いけるように運営していきます。運営には、隣接している「診療所」と連携を図り、医療相

談や健康相談ができる様に、常日頃から連携を密に、こうした事態に備えます。 

               

３ 避難の基本的な考え方 

   ⑴ 避難の仕方 

 

    避難勧告・避難指示（市の防災無線）を聞く。 

         

 避難場所を考える。（身に危険を感じたら） 

             

各組の避難集合場所に行く。若しくは直接区民センターへ行く 

   

⑵ 自主避難所初期対応    ３日間は地域で助け合う 

    〇 災害直後は、住民の助け合いが求められます。（救出・救護・消火・安否確認等） 

避難所の開設や運営を通して、住民のかかわり方が重要になりますが、行政の手が 

      差し伸べられるまで、3 日間は支え合えるようにします。 

      

 

 

 

 

 

 

以上の方針に基づき、河辺区避難所開設・運営マニュアルを別途作成します。 

  

 



22 

 

第９章 計画書策定後の目標 

 １  中長期的な活動目標 

 

 

 

 

課    題 内      容 目標・達成時期 

 

防災に関する担い手の育成 

 

〇防災研修に参加する。 

〇防災士の資格を取得する。 

〇消防 OB 等に協力依頼する。 

令和８年度までに地区の

防災士取得者をめざす。 

わが家の避難行動タイムライン

の作成と普及 

〇マイ タイムライン 

（戸別避難計画）の作成支援   

   と普及を行う。 

 

 

 

 

令和８年度までに各家庭

の作成率７０％を目指す 

最低 3 日間の避難所の運営の

ための想定訓練 

〇「住民による、住民のための避

難所」研修を行う。 

〇避難所設営・運営訓練を定期的

に行う。 

〇避難所運営を担う防災委員の対

応能力を培うための訓練実施 

〇区行事に合わせて炊き出し訓練

を行う。 

 

 

令和７年度中に地区での

自主運営を目指す。 

一時的な避難場所の確保 〇地区内の事業所や施設等の協

力を得る。 

〇一時的な避難場所の提供依頼 

令和 9 年度までに、施設

利用の協議を行う。 

災害に対する啓発活動 〇北丹震災（約１００年前）の災害

を風化させない取組を行う。 

〇想定する災害の詳細情報を周知

する取組を行う 

〇ハザードマップ、防災マップを訓

練に活用する 

 

 

毎年実施をする。 

京丹後市・大宮町の地域との

協力・連携 

〇行政と連携し、隣接地区と合同

した訓練等を実施する。 

 

 

 

 

毎年実施する。 
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第１０章 防災施設、資機材            

 

１ 河辺区防災関連資機材一覧 

活動

対象 

防災組織・規模等による資機材準備分担  №１ 

自主防災会 区 消防団 

一 

般 

活 

動 

ヘルメット 

長靴 

軍手 

 

  

消 

火 

活 

動 

ヘルメット・タオル・軍手 

バケツ、三角消火バケツ 

家庭用消火器 

投てき水パック 

ヘッドライト 

自治会等備蓄消火器 

 

消防ポンプ車 

組立水槽（２ｔ、３ｔ用） 

簡易水槽・給水器具 

放水器具・破砕器具・はしご 

投光機・発電機 

 

救 

出 

活 

動 

タオル・軍手・懐中電灯 

ヘッドライト・ペンチ・ハンマー 

バール・のこぎり・防塵メガネ 

防塵マスク・ 

シーツ・毛布・ヘルメット・安全

靴 

自動車用ジャッキ 

スコップ、ツルハシ・モッコ 

たがね・掛矢・おの・ 

鉄線鋏・鉄パイプ・角材 

丸てこ棒・はしご・ロープ・ 

大ハンマー・大バール 

チエーンソー・可搬ウインチ 

鉄筋カッター 

 

毛布 （備蓄 京丹後市預託） 

簡易担架 

簡易ベッド（備蓄 京丹後市） 

チエーンソー 

可搬式発電機・投光機・ 

コードリール 

携帯用コンクリート破砕機具 

油圧式ジャッキ 

エンジンカッター 

チエンーブロック 

チエーンソー 

救 

護 

活 

動 

 

タオル・シーツ・毛布       風呂敷（三角巾代用） 

三角巾・副子（骨折添え木）   救急・救護セット 

折り畳み式担架          車いす リヤカー 

簡易ベッド              担架 

ビニールシート       救急セット、三角巾他（備蓄品） 

シーツ、毛布（備蓄品）  救護セット（備蓄品） 

机、いす、テント（区備品） 

 

担架 
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活動

対象 

防災組織・規模等による資機材準備分担   №２ 

自主防災会 区 消防団 

避 

難 

誘 

導 

活 

動 

 

タオル・軍手、懐中電灯・毛布   非常持出袋   警笛 

ヘルメット  厚底の靴   旗（提灯）  任務別腕章 

携帯拡声器    避難誘導灯（電池式） 

トラロープ、毛布  車いす、リヤカー   旗（提灯） 

非常持出袋（備蓄品） 

携帯拡声器 

避難誘導灯（電池式） 

情 

報 

収 

集 

伝 

達 

活 

動 

普通自転車（調達） 

原付自転車（調達） 

携帯ラジオ 

携帯電話（活用マニュアル） 

携帯拡声器（電池式） 

回覧板 

掲示板 

（安否確認、伝言用、指示

事項） 

アマチュア無線機（愛好者依

頼） 

防災無線 

IT機器 

 

消防団無線 

防災無線 

生 

活 

維 

持 

活 

動 

飲料水 

非常食 

炊飯セット 

携帯拡声器 

掲示板 

 

飲料水（備蓄） 

非常食（備蓄） 

布団・毛布（備蓄） 

炊飯セット（炊き出し器材）） 

大型炊飯設備、器材 

携帯拡声器、掲示板 

ろ水器又は浄水器 

揚水機 

投光機、照明器具 

組立テント・救護所テント 

簡易組立テント、仮設トイレ 

ビニールシート・ 

可搬式発電機、コードリール 
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２ 河辺区防災施設 

⑴  防災備品備蓄倉庫整備計画 （令和7年度） 

①  背景 

令和元年度、区民センター新築整備の際、防災備品備蓄倉庫の整備も合せて行うべきとの区 

民要望に対し、建設委員会において検討した結果、新築工事に要する追加財源の確保や建築

場所決定、消防車庫移転との調整等が障壁となって難航し、その結果、センター新築を最優先

に事業化したため、結果的に整備が遅れることになった。 

       防災計画策定を契機に、計画実践の拠点となる防災備品備蓄倉庫は必要不可欠な施設とし 

て整備が急務となっている。 

 

②  建物に必要な機能 

ア 食料（米、水、保存食）、寝具、仮設用テント、トイレ等は、想定避難者200名が最低でも3日 

間生活可能な食料、寝具等を保管することができる施設とすること。 

イ 平時においては、区の行事やイベント開催に効果的な運用が図れること。 

                    （照明・投光器、水道施設、トイレ、屋外電源、雨天用スペース） 

ウ 米保管に関しては、地産地消を基本に地元産米を保冷保管し定期的に更新できるよう工 

夫し、新鮮、美味な米が確保できること。 （空調機完備の保冷倉庫） 

エ 区管理備品が収納できるスペースを確保できるよう、屋内には収納棚を計画的に配置し、 

  建設工事内に配置完了すること。 

オ 倉庫内には搬入用車両が支障なく出入りできるようにすること。 

カ 平時において、車両スペースには、除雪車が収納できるようにすること。 

 

③  建物工事見積⇒発注⇒完成までの流れ 

令和7年4月 

建築計画に関する着手の決定（計画案⇒組長会⇒評議委員会⇒隣組長会承認⇒GO 

令和7年4月下旬  

指名選考委員会設置 ⇒ 業者指名 ⇒ 当該計画原案を基に見積依頼 

見積書提出 ⇒ 落札業者決定 ⇒ 通知  ⇒ 契約  5月中旬 

令和7年6月着工 

工事打合せ ⇒ 諸手続き ⇒ 地鎮祭 ⇒ 工事着手 

完成届 ⇒ 工事完成検査  ⇒ 完成 令和7年11月末 

         令和7年12月初旬  竣工式 

 

④  建物概要      建物平面図（案）   ＜本書末尾添付＞ 

〇 建物構造 

         木造 ガリバリウム葺 平屋建て 一部テラス   

〇 建築面積 

         建物  間口 10.8ｍ × 奥行  9.0ｍ    面積 97.2 ㎡ 

         テラス 間口 10.8ｍ × 奥行  3.6ｍ    面積 38.88 ㎡ 

〇 耐震強度 

         震度6強  屋根軽量、建物耐震構造 

〇 備蓄保管室 

         エアコン完備、断熱構造、米保管可能  飲料水、他の食品保管 

〇 避難所設営用備品保管室 

         断熱換気装置完備  収納棚整備 

      〇 トイレ 

         男女 併用 多目的トイレ 2   災害時使用可能な仕上げ（便槽、貯水型洗浄） 

〇 屋外電源、投光器、建物街灯 

         行事、イベント時の電源確保  建物高所に区民センター広場を照明 

         建物設置型の照明器具（該当） 

〇 倉庫内設置型収納棚 
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第１１章   防災関連施設、その他  

  １ 防災関連医療施設 

医療機関種別 名    称 住    所 連 絡 先 

医療機関 丹後中央病院  京丹後市峰山町杉谷158-1  ℡ 0772-62-0791 

〃  北部医療センター 与謝野町岩滝 男山481 ℡ 0772-46-3371 

〃 市立弥栄病院 京丹後市弥栄町溝谷3452-1 ℡ 0772-65-2003 

〃 市立久美浜病院 京丹後市久美浜町161 ℡ 0772-82-1500 

〃 大宮診療所  京丹後市大宮町河辺 2342 ℡ 0772-68-0555 

〃 協立診療所 京丹後市大宮町河辺3368-1 ℡ 0772-68-5017 

 

 

 

２  その他  防災計画策定委員会（防災委員会）名簿       （〇月～〇月） 

氏   名 氏   名 氏   名 

委員長  副委員長     委員   

委員  委員    委員   

委員   委員  委員  

委員    事務局  

役職   

区      （区長、副区長、総務） 

自主防災会 （会長、副会長）  

消防団    （部長、副部長） 

有識者    （民生委員、消防署職員） 

 

 

 

 

添付書類 

      １  京丹後市ハザードマップ 

      ２  河辺区ハザードマップ、防災マップ 

      ３  河辺区タイムライン 

      ４  河辺区避難所開設・運営マニュアル 

      ５  河辺区防災備蓄倉庫建物平面図（案） 
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河辺地区避難所開設・運営マニュアル 
 

 

自主避難所は、河辺区民が主体的に避難所の運営を行うことが前提です。 

当避難所運営マニュアルは災害時に活用することを想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 令和7年 3月作成 ＞ 

河辺地区防災計画策定委員会（防災委員会） 
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河辺区自主避難所開設・運営マニュアル 目次 

                                          

第１章  避難所開設・運営にあたって    -------------------------------------   1 

  １ 避難所開設・運営   -----------------------------------------------   1 

 

第２章 避難行動   -----------------------------------------------------   2 

１ 避難   -----------------------------------------------------------   2 

 

第３章 避難所開設  ----------------------------------------------------   3 

  １ 開設   ----------------------------------------------------------   3 

     

第４章 避難所運営   ---------------------------------------------------   4 

 １ 受入準備   ------------------------------------------------------   4 

   ２ 避難所レイアウト設定  ---------------------------------------------   4 

 ３ 避難者名簿づくり  ------------------------------------------------   5 

   ４ 運営ルール  ------------------------------------------------------   6 

   ５ 避難所運営管理  --------------------------------------------------   7 
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河辺区自主避難所開設・運営マニュアル 

                                          

第 1 章  避難所開設・運営にあたって 

  １ 避難所開設・運営 

避難所の開設・運営にあたり、次の４つのことが重要ポイントになります。 

 

⑴   いつ開設・運営する 

避難所は、大雨時などのように災害発生前から開設する場合もあれば、地震時のように  

災害発生後に開設する場合もあります。このような状況に応じて、 いつ開設し、運営するか 

決めておきます。  

 

⑵  施設をどのように使う 

避難所となる区民センターの施設は、避難者の受け入れに適した部屋とそうでない部屋 

があります。その上、避難所には、避難者が滞在する場所のほか、要配慮者専用スペース、 

更衣室、物資受入れ場所、情報掲示場、ごみ集積場所など様々なスペースが必要となりま

す。そのため、施設の利用について検討し、あらかじめ想定し設定しておきます。  

 

⑶  どうやって開設する 

安全な避難生活の場の確保にあたり、開設時に取り組むべきことやその方法、 使用する 

備品等を明らかにしておきます。  

 

⑷  どうやって運営する 

安全で安心できる避難生活の場を維持・管理するために、運営時に取り組むべきことや 

その方法、使用する備品等を明らかにします。また避難所は様々な人が集まるので、避難 

者の生活ルールなどを定めておきます。 

 

 

 

 

起こりうる災害 

 

避難が必要となる災害 

 

 

 

 

地震 

堤防 
決壊 
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   避 難       自分や周りの人の安全を確かめ避難行動に移る。 

   

 👍 避難ポイント     

        災害発生直後、まず自分の安全を確保し、家族の安否を確認して、近くの安全な場

所、避難集合場所に行く。付近の活動（消火・救出・救護など）に協力し、安全確保を

行い、さらに危険な状況が予想されたら場合は、直ちに避難所へ移動する。 

         ※避難のレベルに応じて行動が出来るように心がける。（平時から） 

 

第２章 避難行動  

 １ 避難 

『身の安全の確保⇒避難』 

  災害時（特に、地震と水害）には、まずは自分や家族の身の安全を第一に考える。 

     

＜大規模地震の場合＞ 

      いつもより地震の揺れが大きいと判断したら、まずは家の中にいる家族の無事を確認す

る。少し落ち着いたら、隣近所に声をかけ、組の避難集合場所に向かう。                                               

 

👍 安全チエックポイント 

      ①自分や家族の身の安全確保 

       □揺れがおさまるまで身を守る。 

       □家にいる家族の無事を確認する。 

        □揺れがおさまったら、火気の点検をする。 

        ※ガスの元栓閉め、 

電気のブレーカーを落とす。 

        □周辺・道路の安全を確認して避難する。 

         ⇩ 

      ②隣近所の確認 

         □火災の発生や倒れた家の状況を確認する。（目視で） 

         □人の助けが必要な場合は、近くの人に助けを求める。 

              その後、避難先で状況を報告する。 

         ⇩ 

      ③組の避難集合場所へ 

        ※課題１「組の避難場所に集まる事」 

※課題２「組でまとまって移動する事」 

         組単位で、課題１，２と合せて、組内要支援者への確認と対応の仕方を、協議し、

マニュアル化する必要がある。 

   

👍 地震発生時の 

１～２分間の重要な行動 

シェイクアウト 1-2-3 の３原則を守る 

⇒ 1 姿勢を低く   

２ 頭を守る   

３ 動かない 
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＜水害（洪水・土砂災害の場合＞ 

     台風や豪雨等の洪水や土砂災害の時に、「避難準備情報・避難勧告・避難指示」が発令 

された場合、個々の判断により、直接「避難所」へ避難する。ただし、川と道路の境が分から 

なかったり、外に出るのが危険な状態の時には、二階以上に待機することも必要です。 

 

 

第３章 避難所開設  ～開設までの手順～ 

  １ 避難所開設 

    ⑴ 開設 

   河辺区は、自主避難所です。災害時、区が主体となって避難所を開設し、受付準備、必要な 

レイアウトづくりを進めて避難所を開設します。 

 

⑵ 開設の判断（区長が市からの指示及び情報を基に判断） 

  ＜地震＞ 

緊急防災無線（避難準備・避難勧告・避難指示）を判断の指標にする。 

区民への啓発の視点は、「自宅などにとどまっていることが危険、あるいは不安である 

と判断される場合」「避難者がいる場合」 

 

  ＜水害＞ 

洪水・土砂災害の判断指標に準じる。しかし、河川の氾濫や土砂災害は、画一的な判 

断指標に頼らず、区民や自主防災会、消防団等の情報により判断する。 

 

⑶ 河辺区民センターの開錠（オープン） 

      原則、区長と副区長（鍵の保管者）がかけつけ、準備のための開錠を行う。 

      しかし、鍵保管者（区長・副区長）が駆けつけられない場合は、組長総務に指示をして、 

      開錠を行う。 

 

⑷ 避難所開設準備に必要な物 

        □非常用発電機    □照明器具セット    □延長コード 

     □ランタン        □間仕切りテント 

        □避難所開設セット（衣装ケースに適量準備しておく） 

            〇ブルーシート  〇ガムテープ  〇模造紙  〇筆記用具 

            〇ビニール袋   〇掲示板    〇タオル   〇マスク   

〇簡易トイレセット     
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⑸ 避難所設営レイアウト 

  ※  河辺区民センターの各室を使用して避難所設営レイアウトを作成しておく。 

別途、建物平面図に各室用途と物品等配置図を作成 

  

      対策本部室 

 

 

                                             多目的大ホール  

 

多目的交流室 

 

 

                               避難者受入スペース 

 

第４章 避難所運営  ～受入・運営 ～ 

 １ 受入準備 

   非常時の避難所開設は、マニュアル通りに、組長や自主防災等で準備が出来るとは限らな 

い。応急的に対応できる人で手分けして避難者を受け入れる準備も考えておく必要がある。 

＜開設の流れ＞ 

      開錠 ⇒受入準備 ⇒レイアウト設定 ⇒開設・受入開始 ⇒運営 

〇余震が激しい場合は、状況を見ながら開設準備を進めていく。 

〇区民センターの建物が一部損壊や危険な状態で使えない場合は、市の対応があ

るまで、「隣接の河辺グランド」で待機させる。（避難誘導で移動） 

 

２ 避難所レイアウト設定 

＜ポイント＞ 

    〇避難所（河辺区民センター）は、事前に作成した「避難所設営レイアウト」を基本に

各室ごとに設定していく。 

    〇センター内に避難所設定レイアウト図を掲示板や大ホールに張り付けておく。 

 

⑴ レイアウトづくり 

    事前に作成した「避難所設定レイアウト図」を参考に、安全や状況を確認後に、必要

なスペースを施設内にレイアウトしていく。 

      

👍 レイアウトに当たって再確認 

        〇みんなが活動しやすい場に・・・・まず通路をつくる！ 

        〇プライバシーを配慮     ・・・・男女別更衣室は重要 

        〇みんなに情報が行き届くように・・「事前作成の掲示物・伝言板」活用 

        〇トイレが使いやすいように  ・・・・・要配慮者は「マークで示した所」 

        〇季節によっては        ・・・・給水所・暖房器具 
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   ⑵ レイアウトのポイント 

      ①通路づくり 

        ・床にテープをはる。（１メートルは確保する） 

      ②男女別更衣室の設定 

        ・パーテーションなどで設定する。 

      ③情報掲示板の設定 

        ・決められた場所に設置する。（玄関、大ホール、各部屋の駐車場側） 

   

   ⑶ 特に配慮が求められる項目 

      ①居住スペース 

        ※できれば一人につき「畳一枚分」～家族単位は「間仕切りテント」も活用する。 

      ②その他必要なスペース 

        〇受付  〇本部  〇調理室（たき出し）  〇授乳室（乳児が使用する） 

        〇トイレ  〇手洗い場  〇体調不良者の部屋  〇ケアー部屋 

        〇他地域からの避難者受入スペース 〇ペットコーナー 

 

 

 ３ 避難者名簿づくり 

  ⑴ 避難所での受付 

   受付で、組毎の避難者人数を確認し、避難者名簿の記入を依頼して、名簿作りを進める。 

   ①原則、組単位で受付。その他は別々に受付。 

   ②避難者の概算人数を把握。 

   ③名簿作り 

     □ 避難者を組別・世帯別に名簿作成 

   ④落ち着いてから「避難所入所退所届の記入」（様式：検討中） 

 

⑵ 安否確認等の情報整理・掲示 

   ①安否不明情報を整理カードに記入し、整理する。 

   ②情報掲示版に貼り出しを行う。 

   ③安否不明情報をデータ化する。（パソコン） 

   ④検索・照合を容易にする。 

 

⑶ 事前の名簿づくりに取り組む 

   ①災害への備えとして世帯調査票を意義付けし、周知する。 

     □ 区の世帯調査票を基に名簿づくりを進めておく。 

   ②地域の要配慮者の方を把握 

     □ 災害時、迅速に対応できるように、地図に情報を整理しておく。 
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４ 運営ルール 

    ＜ポイント＞ 

     〇これまでの国内における震災・水難等の事例を教訓とし、円滑な運営が出来るように、 

避難所運営が出来るように心得を確認しておく。 

  

⑴ 運営活動のルール               

   ①情報 

      情報が平等に伝わらない事がトラブルの原因になるので、情報は常に“見える化”を心 

がける。 

      ②トイレの利用と水分補給 

      周りを気にして、トイレに行かないように水分を減らしたりして体調を壊す危険が      

あるので、トイレは子供・高齢者や障害のある人を優先に使用するようマナー化する。 

     ③座った環境の確保 

      避難所生活の中では、横になって過ごす時間が多く、体の不自由さや負担が伴いので

椅子や背もたれなどを工夫し、快適度を確保する。 

        

⑵ 避難所運営の心得 

     過去の災害時における「避難所開設・運営」に学び、今後の取り組みに生かしていく。 

 

参考 ＝ これまでの被災事例から課題になっていることに留意する。 

  ＊情報（避難所の運営等）が伝わらなくて、避難者と運営側または避難者同士のトラブル 

        ＊我慢をすることから、体調を壊す（トイレに行きづらい。水分を控える。） 

     ＊長期の避難生活による身体機能の低下 

     ＊プライバシー保護（孤立化） 

     ＊子供への配慮 

     ＊高齢者や要支援者への配慮 

               

配慮が必要な９つのポイント 

 

      ●情報          ●トイレの利用と      ●座位の確保 

                       水分補給 

 

      ●プラバシーと     ●ペットと衛生管理    ●子供の居場所 

         見守り      

           

      ●外国人         ●在宅被災者       ●帰宅困難者 

         への対応          への対応          への対応 
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 ５ 避難所運営管理 

⑴ 管理 

     避難所において、次の管理に気を付ける。 

 

① 衛生管理 

      〇手洗い場と調理場は分ける。 

      〇食べ物（特に配給）にふれる時は、必ず手洗い、消毒をする。 

      〇マスクを用意する。 

      〇残骸やごみは分別して所定の場所で保管する。 

      〇残り物は捨てるように指導する。（配食等は食べられる分だけもらう。） 

      〇手洗い、うがいは徹底する。（感染防止） 

      〇清潔さを保つ。 

     

② 食事管理 

      〇身体にやさしい食事（塩分控えめ、野菜多め）に配慮する。 

      〇対策本部炊き出し担当と区民の協力で、炊き出しが出来るようにする。 

      〇時間を決めて食事をする。（みんなで一緒に食べる。） 

 

 ③ 健康管理 

      〇避難者一斉に体を動かす。（体操）エコノミー症候群を防ぐ。 

      〇薬を服用する方や薬の管理には気を付ける。 

      〇禁酒・禁煙は守る。（依存症への対応は課題） 

 

    ④ その他の避難所生活のルール 

      〇起床、消灯などの生活時間を決めておく。 

      〇避難者全員への連絡や健康管理などは時間を決めて行う。 

      〇避難者同士が、掃除や配食に係われるようにする。 

      〇人数確認（点呼の仕方）の時間を設定する。 

      〇避難所は、暖房器具以外は「火気厳禁」とする。 

       

 

 

この他、必要に応じて避難所運営会議にて 

話し合いにより、ルールを決め、適切に運営します。 

 










